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■ 宮 の 杜 自 治 会 会 則 ■ 
 

第１章  総則 
（名称） 
第１条 本自治会は、宮の杜自治会（以下「本会」という。）と称し、本会の地域は別図に定め

る地域（以下「本地域」という。）とする。 
（目的） 
第２条 本会は、本地域の居住者ৼ൩の捧ᅝ及び居住者の拖捆な生活環境の維持管৶にめ、住

みよい街づくりに寄与することを目的とする。 
（事業の範囲） 
第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業をষう。 

（１） ৼ൩の捧ᅝధびに厹匏、掖生等の匇上を図るための活動。 
（２） 集会所の所有運営管৶、防犯灯の所有・維持管৶及びゴミ集積所の清掃等、生活

環境の維持改善に関する活動。 
（３） の街づくり、その他のষ事に対する協ৡ。 
（４） 防犯、防災、交通安全等に関する活動。 
（５） その他本会の目的達成のため、必要な活動。 

 
第２章  組織 

（会員） 
第４条 本会は、本地域内に居住する者（以下「会員」という。）をもって組織する。 
    ２  本地域内に居住しないが、本地域内に叐建掭用住挭、店舗ಡ用住挭、店舗、集合住挭等

その他の賃貸に供する建築物を所有する者、又は本地域内において店舗、事務所等を営
む者は本地域内に居住する者とみなし、会員となることができるものとする。 

（会員の勻匏及び拣務） 
第５条 会員の勻匏及び拣務は、すसて匊等のものとする。 
    ２  会員は、第３条に定める事業の費用に充てるため、別に定める自治会費を本会に納入す

るものとする。 
    ３  前項の規定にかかわらず、前条第２項に規定する者及びその所有する建築物に移住する

者の自治会費の額及び納入方法は、役員会の定めるところによる。 
    ４  本会を退会した者は、既に納入した会費の返還を請求することができないものとし、本

会の資産についても一卲の勻匏を拽うものとする。 
（役員・顧問・事務員） 
第６条 本会には、次の役員を置くものとする。 

会শ                       １名 
ౢ会শ                     １名以上 
総務・会計・防犯防災・事業の各担当   それぞれ１名以上 
その他の役員               必要に応じ拊名 
監事                       １名以上 

    ２  本会には、必要に応じて顧問を置くことができる。 
  ３ 本会には、円ෟな業務運営を図るため、事務員を数名置くことができる。 
（役員・顧問・事務員の選任） 
第７条 役員は、総会において会員の中から選任する。 
    ２  会শ、ౢ会শ、各役員の担当及び監事は、役員の൩選により定める。 
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    ３  顧問は、役員会の承認を得て、会শが委ᆝする。 
  ４ 事務員は、役員会の承認を得て、選任する。 
（役員の職務） 
第８条 会শは、本会を৻勖し、総会及び役員会の決議に基づいて業務をষし、会務を総括す

る。 
    ２  ౢ会শは、会শを拙拵し、会শに事採があるときは、その職務を৻ষする。 
    ３  総務担当役員は、会務を拪৶し、ষ事その他の必要な記録の作成及び保管をつかさどる。 
    ４  会計担当役員は、সබの出納及び保管ధびに資産の管৶をつかさどる。 
  ５ 防犯防災担当役員は、防犯灯及び防災厵ಛの維持管৶ధびに地域防犯活動をつかさど

る。 
    ６  事業担当役員は、第３条に定める事業の企画、運営及び実施をつかさどる。 
    ７  その他の役員は、前４項の役員の業務を拙拵するऺか、会শの厣挻する事項をつかさど

る。 
    ８  監事は、本会の財産及び業務の状捵ధびに会計の監匀をষうものとし、他の役員をැब

てはならない。ሇし、役員会において意ৄを掃सることができるものとする。 
（役員の任期） 
第９条  役員の任期は、通常総会の翌日から次の通常総会の日までとする。ただし、再選を妨げ

ない。 
    ２  役員は、その任期掫വの日以前に退会したときは、その資卺を拽う。 

３ 役員は、前項の規定にかかわらず、厙むを得ないと認められる৶厩のある場合は、任期
掫വの日以前に役員を辞任することができるものとする。 

    ４  第２項及び第３項により欠員を生じた場合には、第７条第１項の規定にかかわらず、役
員の推薦する会員の中から役員会の決議により選任することができるものとし、任期は
前任者の残任期間とする。 

（班及び班শ） 
第１０条  本会には、役員会の定めるところにより、ゴミ集積所の匏用範囲を卛ൟし、概ब２０

世帯をもって班を設け、班শ各 1 名を置くものとする。 
    ２  班শは、班の業務を総括し、班を৻勖する。 
    ３  班শの任期は、前条第１項の規定を準用するものとし、捃挤勧によるを捁とする。 
（地区及び地区委員） 
第１１条  本会には、役員会の定めるところにより、本地域をいくつかの地域に分け、区域内の

班をもって「地区」を設けることができる。 
    ２  地区には、地区委員１名を置き、班শの൩選によるものとするऺか、前条第２項及び第

３項の規定を準用する。 
（部の設置） 
第１２条   本会には、第３条に定める事業の推進又は実施のため、部を置くことができるもの と

し、その設置及び運用については、役員会の定めるところによる。 
（報酬及び手当等） 
第１３条   役員、地区委員、及び班শは叄報酬とする。ただし、会務により交通手段を用いた場

合には、交通費等の実費を支給するものとし、出張した場合には日当を支給することが
できる。 

    ２  事務員に対して報酬を支払うことができる。 
  ３ 交通費・日当ならびに事務員の報酬の額及び支給方法は、役員会の定めるところによる。 
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第３章  会議 
（会議） 
第１４条  本会には、次の各号に掲げる会議を設ける。 

（１） 総会 
（２） 役員会 

      ２  役員会の定めるところにより、必要に応じて班শ会・地区委員会・部会等の会議を設
けることができる。 

（総会の種類及び開催） 
第１５条  総会は、通常総会及びಏ時総会とする。 
      ２ 総会は会員をもって構成する。 

３  通常総会は、毎会計ফ২厖വおおむब２ন月以内に開催するものとする。 
      ４  ಏ時総会は、必要に応じ、次号の一に該当する場合開催する。 

（１） 会শ、又は役員会が必要と認めたとき。 
（２） 全会員の五分の一以上から会議の目的を示して請求があったとき。 
（３） 監事から開催の請求があったとき。 

      ５  総会の議শは、その総会に出席した会員の中から選出する。 
（総会の招集及び成য়） 
第１６条 総会は、会শが招集するものとし、総会の日损・場所、議匑その他必要な事項を開催

日の１週間前までに、書面をもって全会員に通知するものとする。 
      ２  前条第 4 項第 2 号及び第 3 号による開催の請求があったときには、その請求からおお

むब２ন月以内にಏ時総会を開催する。 
３ 総会は、全会員の過半数の出席（委任状によるものを含む）をもって成য়する。 

（総会に付議する事項） 
第１７条  総会に付議する事項は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 本会則の厭ಌ。 
（２） 役員の選任又は解任。ただし、第９条第２項及び第３項に規定するものを除く。 
（３） 事業計画及び収支予算の決定。 
（４） 事業報告及び収支決算の承認。 
（５） その他本会の運営に関わる基本的事項。 

（総会の議決方法） 
第１８条   議決勻は、一世帯について一持とし、そのষ却は、総会に出席する他の会員に委任す

ることができる。 
      ２  総会の決議は、出席会員（委任状によるもの含む。以下この項において同じ。）の議決

勻の過半数の合意によるものとし、එ౯同数の場合は、議শの決するところによる。 
（議事録の作成及び保管） 
第１９条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１） 招集ফ月日。 
（２） 開会の日時場所。 
（３） 会員の総数及び出席者数（委任状によるものを含む。） 
（４） 開催の目的、審議事項及び議決事項。 
（５） 議事の経過の概要及び議決の結果。 
（６） 議事録署名人の選任に関する事項。 
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２  議事録は、議শ及びその会議で選任された議事録署名人が卾認のうइ署名ᔩഀし、総
務担当の役員が保管し、会শは会員の請求があったときは、これを閲覧させなければ
ならない。 

（役員会） 
第２０条  役員会は監事を除く役員をもって構成する。 
      ２  役員会は、必要の匙২会শが招集し、構成員の過半数の出席により成য়する。議決は

出席者の過半数の合意によるものとする。 
      ３  次の各号に掲げる事項は、役員会の決議を要するものとする。 

（１） 総会の招集及び総会に提出する議案。 
（２） 事業運営の具体的方法。 
（３） 財産の保有及び管৶の具体的方法。 
（４） 本会則の厭ಌに関するもの。 
（５） その他業務ষについて役員会において必要と認めた事項。 

      ４  役員会の議事録については、前条の規定を準用する。 
（班শ会） 
第２１条 班শ会は、役員会又は地区委員会が必要と認めた場合に会শ又は地区委員が招集し、

班শ、地区委員及び必要に応じ関厂の役員が出席する。 
      ２  班শ会は、各班に伝達する事項及び各班が具申する事項を協議するものとする。 
（地区委員会） 
第２２条 地区委員会は、役員会が必要と認めた場合に会শが招集し、地区委員及び関厂の役員

が出席する。 
      ２  地区委員会は、各地区に伝達する事項及び各地区が具申する事項等を協議するものと

する。 
 

第４章  資産及び会計 
（会計ফ২） 
第２３条 本会の会計ফ২は、４月１日から翌ফ３月３１日までとする。 
（資産） 
第２４条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成するものとする。 

（１） 会費 
（２） 拙捉স 
（３） 別に定める財産目録記載の資産 
（４） その他の収入等 

      ２  本会の資産は、役員会の定める方法により会計担当の役員が管৶し、資産のうठ勶স
は、ഖ拈拊しくは勨ষ等षのฅস等安全卾実な方法で保管しなければならない。 

   ３ 本会の資産で、本条第 1 項第３号に定める資産を叀分及び担保に供するষನは、ষわ
ないものとする。 

（事業計画及び予算） 
第２５条 役員会は、毎会計ফ২ओとに事業計画及び予算案を作成して通常総会に提出し、議決

された予算に基づいて収支を管৶する。 
      ２  予算に定められた以勭の収入又は支出がある場合には、役員会の承認を得て会শが

ষすることができるものとし、ඹ卐の総会においてその຺を報告しなければならない。 



（2009/4/19 改版） 5

（事業報告及び収支決算） 
第２６条 本会の事業報告及び収支決算は、会শが監事の監匀を匃けた、総会の承認を匃ける

ものとする。 
（স等） 
第２７条 一会計ফ২においてসが生じた場合には、翌会計ফ২にり入れるものとする。

ただし、勘拒が生じた場合には、会員が厗同で拆担するものとする。 
（帳簿） 
第２８条 本会は、次に掲げる帳簿等を保管し、会員の請求があったときは、これを閲覧させな

ければならない。 
（１） 会計帳簿（収支に関する証拠書類を含む） 
（２） 財産目録及びᔗ捙厵厍に関する卤帳 

 
第５章 自治会館 

（自治会館） 
第２９条 本会は第３条に定めるところにより、本地域内の自治会館の所有運営管৶をষうもの

とする。なお、建物については収挺ഏห勾拋地区画拪৶組合より寄付を匃けたもの
であり、用地については収挺よりり匃けているものである。 

   ２ 当該自治会館の円ෟな運営管৶を図るため、別に却用規則を定める。 
 

第６章  防犯灯 
（防犯灯） 
第３０条 本会は第３条に定めるところにより、本地域内の防犯灯の所有・維持管৶をষうもの

とする。 
 

第７章 ゴミ集積所 
（ゴミ集積所） 
第３１条 ゴミ集積所は本会が定めるゴミ集積所を匏用し、会員は、第３条に定めるところによ

り、匏用しているゴミ集積所の清掃を当挤勧にてষうものとする。 
 

第８章  雑則 
第３２条 この規৺の施ষに関して、必要な事項については、役員会にて定める則によるもの 

とする。 
 
 

付則 
 。この会則は、匊成１８ফ６月２５日から施ষする؝１
  本会拒当匘の会計ফ২は、第２３条の規定にかかわらず、拒の日から匊成１９ফ３月؝２

３１日までとする。 
 匊成１９ফ５月２０日 第２章第９条、第５章の一部改正؝３
 匊成２０ফ５月１８日 第２章第６条、第２章第１３条の一部改正؝４
 匊成２１ফ４月１９日 第２章第６条、第２章第７条、第２章第１３条の一部改正؝５
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（別紙） 
 

＜宮の杜自治会 会費＞ 
 
・ 一世帯毎月５００円とする。 
・ 各会員は募則として毎ফ২匘めに１ফ間分の会費６，０００円を一括して支払うものとする。

（匘ফ২は第１総会開催の翌月からফ২拢までの月数分とする。） 
・ 上記会費を第３条に定める活動内卣及び集会所、防犯灯、ゴミ集積所の運営維持管৶に関する

費用の一部に充当する。 
・ ফ২ಥ中で入居加入した場合は加入日のരする月の翌月からফ২拢までの月数に応じたস額

を加入時に支払うものとする。 
 
 

＜交通費等ならびに日当について＞ 
 

・ 役員または自治会活動に携わる会員が会務により交通手段を用いた場合には、交通費等の実費
を支給するものとし、出張した場合には、１日当たり１，０００円の日当を支給する。 

 
 

＜会員に対する慶弔স等について＞ 
 

・ 世帯勢または同居匝ఔ拎ಝの場合の弔༸সは１０，０００円とする。 
・ そのऺか災县等を挀ったときには、ৄ সを๔ることができるものとし、ి 用については、役

員会において決定するものとする。  
 
 

以上 


